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参考資料　１

こども・子育て支援会議
教育・保育施設等事故検証部会　委員名簿

（五十音順、敬称略）

氏　名 役　職　名 備　考

寺見 陽子 神戸松蔭女子学院大学大学院人間科学部子ども発達学科教授 支援会議委員・部会長

西村 英一郎 弁護士 支援会議委員

林　宏一 武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科教授 専門委員

舟本 仁一 （地独）大阪市民病院機構　大阪市立住吉市民病院病院長 支援会議委員

堀　千代 常磐会短期大学幼児教育科教授 専門委員・部会長代理
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こども・子育て支援会議条例（大阪市条例第６号） 

 

（設置） 

第１条  子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第77条

第１項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

(平成18年法律第77号)第25条の合議制の機関として、本市にこども・子育て支援会議

（以下「支援会議」という。）を置く。 

（組織） 

第２条  支援会議は、委員25人以内で組織する。 

２  支援会議の委員は、保護者（法第６条第２項に規定する保護者をいう。）、事業

主を代表する者、労働者を代表する者、法第７条第１項に規定する子ども・子育て支

援（以下「子ども・子育て支援」という。）に関する事業に従事する者、子ども・子

育て支援に関し学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委

嘱する。 

（任期） 

第３条  支援会議の委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

２  支援会議の委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第４条  支援会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、支援会議を代表し、議事その他の会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

（専門委員） 

第５条  専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、支援会議に専門委員を

置くことができる。 

２  専門委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委

嘱する。 

３  専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるも

のとする。 

（部会） 

第６条  支援会議は、必要に応じて部会を置くことができる。 

２  部会は、会長が指名する委員及び専門委員で組織する。 

３  部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

４  部会長は、部会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

５  部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理 

する。 

（会議） 

第７条  支援会議の会議は、会長が招集する。 

２  支援会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３  支援会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決する

ところによる。 

参考資料 ２ 
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（関係者の出席） 

第８条  支援会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を

聞くことができる。 

（部会の運営） 

第９条  前２条の規定は、部会の会議及び議事について準用する。この場合において、

これらの規定中「支援会議」とあるのは「部会」と、第７条第１項及び第３項中「会

長」とあるのは「部会長」と、同条第２項中「委員」とあるのは「当該部会に属する

委員」と読み替えるものとする。 

（施行の細目） 

第10条  この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 25年４月１日から施行する。 

 

附 則 (平成26年9月22日条例第97号、平成27年4月1日施行、告示第136号) 

１ この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行 

する。  

２ こども・子育て支援会議は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成 24年法律第 66号。以下「改正法」

という。）による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）第 25 条に規定する事項（改正法附則第 9

条の規定により改正法の施行の日前においても行うことができる行為に関する事項

に限る。）について、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後のこ

ども・子育て支援会議条例の規定の例により、調査審議することができる。 

 

 

 

こども・子育て支援会議条例施行規則（大阪市規則第20号） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、こども・子育て支援会議条例（平成25年大阪市条例第６号）の施行に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（庶務） 

第２条 こども・子育て支援会議（以下「支援会議」という。）の庶務は、こども青少年局

において処理する。 

（委任） 

第３条 前条に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、支援会議の会長が

定める。 

 

附 則 

この規則は、平成 25年４月１日から施行する。 



 

41 

 

 

こども・子育て支援会議 運営要綱 

 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、こども・子育て支援会議条例施行規則（平成25年大阪市規則第20

号。以下「市規則」という。）第3条の規定に基づき、こども・子育て支援会議（以下

「支援会議」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。  

（部会の設置）  

第２条 支援会議には、こども・子育て支援会議条例第６条第１項の規定により、別表に

掲げる部会を置くものとする。  

（雑則）  

第３条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の運営に必要な事項は、会長が定める。  

 

附 則  

この要綱は、平成26年1月27日から施行する。  

この要綱は、平成26年9月22日から施行する。  

この要綱は、平成27年6月5日から施行する。 

この要綱は、平成28年3月28日から施行する。 

この要綱は、平成28年5月27日から施行する。 

 

別表 

名 称 所 掌 事 項 

教育・保育部会  子ども・子育て支援法に基づき策定する、本市の子ども・子育て支

援事業計画に係る、教育・保育の量の見込み及び教育・保育の提供

体制の確保などに関すること  

放課後事業部会  本市における放課後事業の実施方針や運営基準などに関すること及

び総合的な放課後における児童の学びの場、遊びの場などに関する

こと  

認可・確認部会  ① 子ども・子育て支援法に基づき本市が行う施設・事業の確

認に関すること  

② 就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（改正認定こども園法）に基づき本市が行う

幼保連携型認定こども園の認可等に関すること  

 第１部会  上記①、及び②の所掌事務のうち幼保連携型認定こども園の

認可等に関する意見聴取に関すること 

第２部会  上記②の所掌事務のうち、幼保連携型認定こども園の認可等

に関し、設置・運営法人の選定に関すること 

第３部会 上記②の所掌事務のうち、幼保連携型認定こども園の認可等

に関し、設置・運営法人の選定に関すること 

ひとり親家庭等自

立支援部会 

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき策定する、本市のひとり親

家庭等自立促進計画に関すること、その他ひとり親家庭等施策に関

すること 

教育・保育施設等

事故検証部会 

特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、地域子ども・子育て支

援事業、認可外保育施設及び認可外の居宅訪問型保育事業で発生し

た死亡事故等の重大な事故についての検証及び再発防止策に関する

こと 
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こども・子育て支援会議 教育・保育施設等事故検証部会 運営規程 

 

１ 総則 

この運営規程は、こども・子育て支援会議条例（以下「条例」という。）、及びこども・

子育て支援会議運営要綱にもとづき、こども・子育て支援会議に設置した教育・保育施設

等事故検証部会（以下「部会」という。）の運営に関し必要な事項を定める。 

 

２ 委員構成 

  部会は、条例第６条第２項にもとづき、会長が指名する委員及び専門委員で組織する。 

 

３ 部会の会議 

 （１）部会の会議は、条例第９条にもとづき、部会長が召集する。 

 （２）部会の議決は、これをもってこども・子育て支援会議の議決とする。 

 （３）部会長は、必要と認めるときは構成員以外の出席を求めることができる。 

 

４ 検証等事項 

 （１）大阪市内にある又は大阪市内で実施される特定教育・保育施設、特定地域型保育事

業、地域子ども・子育て支援事業、認可外保育施設及び認可外の居宅訪問型保育事業

（以下「教育・保育施設等」という。）で発生した死亡事故等の重大な事故（以下「死

亡事故等」という。）を検証の対象とする。 

 （２）部会が死亡事故等について検証する内容は次のとおりとする。 

   ①事案の発生経過と問題点、課題の整理 

   ②取り組むべき課題と再発防止策 

   ③その他検証に必要と認められる事項 

 

５ 検証方法 

 （１）部会における検証は、事例ごとに行う。なお検証にあたっては、その目的が再発防

止策を検討するためのものであり、関係者の処罰を目的とするものでないことを明確

にする。 

 （２）検証を行うにあたっては、関係者から事案に関する情報の提供を求めるとともにヒ

アリング等を行い、情報の整理を行う。この情報をもとに現地調査その他必要な調査

を実施し、事実関係を明らかにするとともに発生原因の分析等を行う。 

 

６ 報告 

  部会は、市内で発生した死亡事故等について調査・検証し、その結果及び再発防止のた

めの提言をまとめ、大阪市に報告するものとする。 
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７ 部会の開催 

 （１）教育・保育施設等で死亡事故が発生した場合は、事故発生後速やかに部会を開催す

るよう努める。 

 （２）教育・保育施設等で死亡事故以外の重大事故が発生した場合は、部会を随時開催す

るものとする。ただし、随時開催することが困難な場合、複数事例を合わせて部会を

開催することもできる。 

 （３）部会は、個人情報保護等の観点から事例及び議題により非公開とすることができる。 

 

８ 守秘義務 

  部会委員は、正当な理由なく部会の職務に関して知り得た秘密を外部に漏らしてはなら

ない。また、その職を退いた後も同様とする。 

 

９ 部会の庶務は、こども青少年局が処理する。 

 

附則 

 この規程は、平成 28年６月３日から施行する。 

 



 

44 

 

こども・子育て支援会議 

教育・保育施設等事故検証部会の開催経過 

 

 開  催  日  時 内   容 公開区分 

第１回 
平成 28年６月３日（金） 

18時～21時 

・部会長の選出 

・運営規程について 

・傍聴要領について 

・事故概要について 

・検討の進め方について 

・現地視察 

公開 

公開 

公開 

非公開 

非公開 

非公開 

第２回 
平成 28年７月１日（金） 

18時～21時 

・事故検証部会における検証の進め方に

ついて 

・遺族の意見陳述について 

公開 

 

非公開 

第３回 
平成 28年７月 21日（木） 

19時～21時 
・事実整理について 非公開 

第４回 
平成 28年７月 26日（火） 

18時～21時 30分 
・施設関係者からの聴き取りについて 非公開 

第５回 
平成 28年９月 13日（火） 

18時～20時 
・事実整理について 非公開 

第６回 
平成 28年 10月 13日（木） 

18時～20時 20分 
・事実整理について 非公開 

第７回 
平成 28年 11月１日（火） 

18時～21時 
・参考意見聴取について 非公開 

第８回 
平成 28年 12月５日（月） 

19時 30分～22時 30分 
・検証の途中経過について 非公開 

第９回 
平成 29年１月 10日（火） 

18時～20時 15分 

・問題点・課題の抽出について 

・再発防止策の検討について 
非公開 

第 10回 
平成 29年１月 31日（火） 

18時５分～20時 45分 

・事実経過の確認について 

・再発防止策の検討について 
非公開 

第 11回 
平成 29年２月 17日（金） 

18時～20時 30分 

・再発防止策の検討について 

・報告書内容の検討について 
非公開 

第 12回 
平成 29年３月２日（木） 

18時～20時 30分 
・報告書(案)の検討について 非公開 

第 13回 
平成 29年３月 22日（水） 

18時～21時 30分 
・報告書（案）の検討について 非公開 

第 14回 
平成 29年７月６日（木） 

18時～ 
・報告書の取りまとめについて 公開 

 

参考資料 ３ 
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参考資料 ４ 



事実経過 保育全般

・本園は、同一建物内の上階にある人材派遣会社（保育
士・幼稚園教諭等）の直営／・施設長は人材派遣会社のフ
ロアにいて人材派遣会社の業務と兼務しているが、組織と
しての支援体制はなく、概ね各々が独立して運営されてい
る。／・本園の運営は、赤字であった。／・本園の運営は、
専ら保育士の判断に委ねられていた。／・慣らし保育の必
要性についての意識は必ずしも積極的ではない。

・母親のメモによると、
「月・火だけだと、そこから次までにまた１週間あくし、やって
も一緒だと思う。４月から園児も少なくなるし、泣いたら保育
士に抱っこしてもらったりして慣れる方がいい。」
「この人数を２人でみているのか。」との質問に対し「時差で
出勤してくる。」と説明され、時差で出勤してきて保育士が３
人になるのだと思った。

①４月１日付「入園申込書」、②４月１日付署名の「規約書」
を提出

③保険証・母子手帳の写しを提出

④３月22日作成日の「発育アンケート」提出／「園で注意し
て欲しいこと」欄に、「家でのお昼寝が15時から16時で、２時
間ほどします。」、「熱が37.5度以上であれば連絡してくださ
い。」との記載あり／かかりやすい病気として、「お尻が荒
れやすい、カゼ」との記載あり／保育士が聞き取って手書
きした部分は存在しない。

保護者の初めてのこどもで、母子健康手帳の記載等からも
本児を大切に育ててきたことがうかがえる。／健康状態に
特に問題なし／保護者の説明では、午睡でうつぶせ寝をし
たことはなく、泣けば抱っこをせがむので、泣きながら横に
なってそのまま眠ってしまうということはない（本園からは、
聴取されていないので伝えてはいない。）とのことであった。

07:00頃～
08:00頃

本児、起床

本児の朝食は、ロールパン２つ、バナナヨーグルト（バナナ
は輪切り１本）、牛乳ｏｒ麦茶

午前中、ベビーカーで外出

12:00頃～
母が、本児の昼食づくり
⇒ペンネ（マカロニ）、チンゲンサイ１枚（細かく切る）、シー
チキン・コーン少々、桜えび、オリーブオイル、コンソメ

12:15頃～
13:00頃

本児が母と一緒に昼食

食後排便。オムツ交換
午前中に３～４回排便しているが、排便回数、便の形状も
普段通りだった。

本児、リビングで遊ぶ。

13:45頃 自宅を出る（自転車）。

保育士と保育従事者（無資格者）の２名で保育／他の園児
は午睡中

登園時間は、保護者は14時過ぎ、本園は14時５
分頃との認識／カリキュラムの午睡は13時～15
時（本園パンフレット）

当時の乳幼児（注１の出席状況　11名
　１歳児　４名、２歳児　５名、３歳児　２名

本園の説明　

当時の保育室使用状況　２室　（本児除く）
　保育室（カーペット）１名、ほふく室（畳）９名）

【別の園児１名をほふく室（畳）で寝かせていな
かった園の説明】
午睡の途中で泣いたり、うつぶせになったりする
ため、保育士の近くで見れるように。

保護者の説明では、自宅での検温では平熱
（本園からは聞かれなかったので伝えていな
い。）

保護者の認識「朝から機嫌が良かった（園から
は聞かれなかった）。」／保育士の認識「機嫌良
く、園の中を歩き回り、色々触っていた。」／保
育従事者の認識「気になる動きもなく、発達の早
い子だという印象。」

14:05頃～
14:10頃

本児を預けて、母が、本園出発
時刻は保護者説明／母が電車に乗った時刻は
14時19分（時刻表）

【本児の様子（保育士・保育従事者の説明）】
母がいなくなってから10分から15分経過した頃、本児が泣
き出したので、保育士が抱っこ

保育従事者は、ほふく室（畳）の方に移動

泣き出した時刻について、本園の事故報告書で
は14時15分頃とある（本園の事故報告書記載
の登園時刻から10分後）が、保育士は「母と別
れて10分くらいして、玄関の方で靴をさして泣き
出した。」、保育従事者は「母と別れて10～15分
経過した頃。」と説明しており、若干のズレがあ
る。そのため、時刻としては、「母がいなくなって
から10分から15分経過した頃。」とした。

当時の保育室使用状況　２室
　保育室（カーペット）２名　（本児含む）、ほふく室（畳）９名

【本児を、別の乳児の横に寝かせた園の説明】
経緯から本児も別の乳児と同様に保育士の近くが良いと
思った。

14:40頃
本児就寝開始

【保育士の説明】
お茶を飲むために保育従事者のいるほふく室（畳）の方に
行き、その後保育室（カーペット）の机で作業をし、連絡帳に
午睡時間と泣き出したことなどを記入した。

【本児の様子（保育士の説明）】
約20分後、「やっと寝たわ」と保育士が保育従事者に声をか
けた。

【保育従事者の説明】
保育士がおやつの用意をしようとしていた。

【本児の様子（保育士の説明）】
最初は仰向けに寝て、そのうち横向きになったりして動いて
いたが、その後は物音で起きることもなくよく寝ていた。

保護者の説明

14:00頃～
14:05頃

H28.４.４（事故日）　　当日の大阪市の天気は雨後曇　最高21.6℃／最低12.7℃　（気象庁データ）

登
園
後
異
変
に
気
づ
く
ま
で
の
経
緯

【本児の様子（保育士の説明・本園の事故報告書）】
泣き出して５分くらい経過した後、本児がうとうとしてきた。
ほふく室（畳）には寝かせず、布団を持ってきて別の園児の
横に寝かせた。泣いたまま仰向けに寝かしつけた。

本園の事故報告書では、泣き出したのが14:15、
布団に横にならせたのが14:20とあり、その間隔
は5分。泣き出した時刻に幅があるので、時刻と
しては、「泣き出して5分くらい経過した後。」とし
た。

本園の事故報告書では、布団に横にならせた
のが14:20、寝たのが14:40なので、その間隔は
約20分。／午睡チェック表は、14:40からチェック
が始まっているが、これは事後に記憶に基づい
てまとめて記載されたものであり、決定的な資
料ではない。しかしながら、その時刻については
保育士が確認したと述べていること、他に異な
る事実を認定する資料も把握できていないこと
から、本園の説明によることとした。

登園時の様子

本園に到着

本児の寝かしつけ

【本児の様子】
特に変わった様子なし

登園までの経緯

主な事実経過

日時 概要整理についての付加説明
表題

H28．1～

保護者と本園との間で日付の認識にズレがある
ので日付に幅をもたせた。／説明内容について
は保護者と本園とで齟齬が生じる可能性がある
が、保護者が理解できるように本園は説明する
必要があるため、保護者がどのように受け止め
たかという観点から、事故後に母親から提出さ
れた本園とのやりとりを書いた母作成のメモに
基づき記載した。

必要書類提出

本児の健康等

事案概要

施設見学
本児の母と本児が１月から入園までの間で、4回程度見学
（うち１回は本児の父も見学）

参考資料５
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事実経過 保育全般
日時 概要整理についての付加説明

表題
事案概要

【部屋の状況等】
保育室（カーペット）にはカーテンがある。ほふく室（畳）には
カーテンはなく、窓に絵が貼られている。

【事故当時のカーテンの開閉（争いあり）】
・保護者説明「４月４日の送迎時にはカーテンは閉まってい
た。／４月13日に当日の状況を再現するように依頼したとこ
ろ、カーテンは閉まっていた。
・保育士は大阪市の立入調査の時に注意を受けたので、
寝ついたらカーテンを開けてくださいと言われていたと説
明。
・保育従事者は暗いなと思ったら、勉強の蛍光灯タイプのも
のであかりを補充していたと説明。

【明るさの印象（争いあり）】
・保護者の印象では、「動いているかどうかは分
かるが顔色は分からない。」
・保育士は「ほふく室（畳）は東向きでカーテンが
なく、結構明るいので、顔色は見やすい。」

寝具
敷布団　1190×680×20、
掛布団　1100×800×25、単位ミリメートル

【服装】
白地に黒のストライプのＴシャツ（綿の長袖）とグ
レーのスパッツ（４月４日の立入調査時に事務
室内の机上に置いてあった衣服と保護者の説
明）／保育従事者の認識はそれと一致する。／
７月26日第４回事故検証部会時の保育士の認
識は「多分トレーナーと赤いシャツとズボン。」と
のことであったが、記憶間違いと思われる。　12
月５日第８回事故検証部会時の保育士の記憶
では、「トレーナーっぽい服とズボンだった。」と
いう認識であった。

【服の柔軟性】
こどもの服は柔軟性がある柔らかいものであっ
た（争いなし）。

うつぶせ寝に
対する考え方

仰向けに戻さない場合もある。（保育従事者）

午睡チェック表の
運用実態

【記載方法】
マニュアルはない。チェック表の記載方法は、寝ていること
の確認のみのチェックで、顔色や息の確認、うつぶせ寝を
戻した等の付記はしていない。／全員を見渡して確認して
いる。／「起きた。」と連絡しなければ、寝ているというチェッ
クになるという認識（保育士）／誰が責任を持って確認する
かの明確な取り決めはない。／まとめてチェックをつけるこ
ともある。

保育従事者は、15時までは専らほふく室（畳）のこどもを見
ており、本児についての10分おきのチェックは、保育士がし
てくれているものと思っていたとのこと。（保育従事者）

15:00前頃
【本児の様子（保育士の説明）】
保育士の認識では、「顔色、呼吸に変化なし。布団からも出
ていない。」

机の横（本児が寝ている横）のテーブルを窓側（西側）に移
動させておやつの準備をした。（保育士・保育従事者）

15:00頃
【午睡時間終了】
照明をつけ、ほふく室（畳）のこどもを起こす。トイレに誘導。

本児の横で寝ていたこどもを起こす。（保育士）

【本児の様子（保育士の説明）】
保育士の認識では、「（本児の）掛布団は肩から下くらいの
状態」

15:10頃

【おやつ喫食】
保育従事者は、おやつを食べさせることに集中していて、
確認には行けていない。本児の様子は視界には入ってい
た。（保育従事者）

時間について、保育士は「時計を見た。」と説明
している。

本児の様子について、保育士は「15分までは確
実に見た。」／「以降25分までの間、視界には何
回も入っている。」／「距離的には２～３メートル
離れたところをうろうろしていたので、咳き込ん
だとしても気づいたと思う。」と述べている。

本園の事故報告書では「左右の顔の動きあり」
と記載されている。

【保育士らの対応】
本児に対して、特に対応はしていない。

15:20頃
【本児の様子（保育従事者の説明）】
布団で寝ている。（本児の）顔は北向きだった。

保育従事者が、「（本児が）よく寝ている。」とひとり言のよう
に言っていたことを聞いた。（保育士）

午睡チェック表をまとめて記載する際に、保育
従事者が「（本児）がよく寝ている」とひとり言の
ように言っていたことを聞いた保育士が、その時
刻を確認したところ、15:20頃であったとのやり取
りを基礎としており、また、この時間についての
保育士独自の確認の説明はなかった。

15:20過ぎ頃
おやつが終わり、椅子も片付けてこどもたちがサークルに
入ったので、保育従事者はトイレに行った。（保育従事者）

部屋の明るさ
（照明等）

午睡時の服装

登
園
後
異
変
に
気
づ
く
ま
で
の
経
緯

午
睡
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実

15:05頃

うつぶせ寝15:15頃

午睡中の服装は、パジャマなどには着替えていない。

【本児の様子（保育士の説明）】
「うつぶせ寝で顔は横（南側）を向いていた。」／「顔の側面
にうっすらと汗をかいていた。」／「掛布団の右側が腰の辺
りまで下がっていた。」／「肩が動いていたの『「呼吸してい
る』と理解した。」
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事実経過 保育全般
日時 概要整理についての付加説明

表題
事案概要

【本児の様子（保育士の説明）】
本児が、敷布団から頭が出る状態でうつぶせ寝になってい
た。／その様子を見て本児の状態がおかしいという認識は
なかった。／頭半分ほど敷布団から出て、うつぶせ寝だっ
たので、布団に戻し寝返りをさせようと抱き上げると、唇に
チアノーゼが出ていた。

時間については、15:30に迎えに来る別の保護
者が、通常27、28分頃にチャイムを鳴らすので、
そこから推測したとのこと。（保育士）

警察での事情聴取の時に、どこまで気づけたか
聞かれたが、「医者でもないので、顔色を見ても
肩で息をしていたし、呼吸しているという形しか
とれなかった。」と答えた。（保育士）

７月26日第４回事故検証部会での保育士の認
識は、「抱き上げた時には多分だらんとしていた
と思う。」とのことだったが、12月５日第８会事故
検証部会では、「その記憶はない。」と述べてお
り、記憶間違いと思われる。

■酸欠だと思い、本児の顔や背中を叩いた。（保育士）

「顔を叩いて、チアノーゼがひいたように思っ
た。」とのことだが、その後の経過からすれば、
そう信じたい願望で、客観的事実ではないと思
われる。

■保育士による人工呼吸（保育士の説明）
人工呼吸をする際、口の中は見ていない。／鼻をつまみ、
口と口をつけて行った。／最初、強く息を吹き込んだ。／３，
４回人工呼吸をした後、「ウーッ」という声が聞こえた（事務
所移動後にも同様の声が聞こえた）ので、心臓は動いてい
ると思い、人工呼吸を続けた。

保育士の人工呼吸の経験は、幼稚園に勤務し
ているとき（H３～H10）に人工呼吸の研修を受
けたことがあるというもの（時期は特定できない
が、公的に１回、私的に１回受けたとの説明で
あった。）。

■心音（保育士の説明）
耳を当てて心臓の音を聞こうと思ったが、自分の音で聞こ
えず、脈を取ろうとしたができなかった。

本児を、保育室（カーペット）から事務室に移動（保育士）
その後の部屋の使用状況　２室
　保育室（カーペット）10名、事務室（１名（本児））

移動理由は、他の園児のお迎え時間が近づい
たから。

他の園児のお迎えのチャイムが鳴り、保育従事者が対応

【本児の様子（保育士の説明）】
保育従事者がお迎え対応で本児のそばを離れている間
に、本児の口から吐しゃ物が出た。／事務室に移動した
後、2回くらい嘔吐した（わかめのようなものと胃液のような
もの）。

保育従事者は、お迎え対応中

■保育従事者による対応（保育士の説明）
保育士が、大きな声で「何か戻したから。」と叫び、保育従
事者がタオルを持ってきて、人工呼吸をしている私の腕の
下にタオルを入れた。
■保育従事者による対応（保育従事者の説明）
保育従事者は、お迎えの対応をして戻る時に保育士からタ
オルを持って来るよう言われ、タオルを持って事務所に戻る
までの間に「何か吐いた。」と言われたと説明している。

保育従事者は、45分過ぎ頃までに３人のこどものお迎えを
対応している。（保育従事者）

15:49 ■119番通報 時間は、救急活動記録に基づく。

保育従事者の「救急車を呼びましょう。」という声に反応し
て、保育士が通報した。（保育士）

119番通報が遅れた理由について、保育士は
「人工呼吸に専念していた。」、保育従事者は
「保育士の人工呼吸対応を優先して、119番は
思い浮かばなかった。」と説明している。

15:53
■保育士の指示で、保育従事者が、保育室（カーペット）か
ら会社に応援要請の架電（１回目、通話時間17.5秒）

時間は、通話料金明細内訳に基づく。

会社の電話は３・４階に同時にかかる構造。３階（専ら事務
フロア）の職員が電話を受け、保育室（カーペット）に下りて
きた。

施設長は対応しておらず、その電話内容も確認していな
い。

15:54

■下りてきた職員が、保育室（カーペット）から４階施設長に
架電。／ＡＥＤの有無について確認。／（施設長が）「な
い。」と回答。／すぐに電話を切った。（２回目、通話時間
17.5秒）

時間は、通話料金明細内訳に基づく。

施設長は、これは何かあると思い、保育室（カーペット）に下
りた。

■心臓マッサージ
消防局の指令管制官による電話の指示で心臓マッサージ
実施。（保育士）／施設長が下に下りて来たとき、保育士が
事務室で本児に心臓マッサージを行っていた。（施設長）

開始時間は119番通報以降のどのタイミングか
は不明

【本児の様子（施設長の説明）】
本児は上半身裸でオムツだけの姿。／顔は青白く、意識は
あまりないように思えた。／力が入っていないだらーんとし
た状態だった。／皮膚の色に黒っぽさはなく、白っぽい感じ
がした。

事故当日の午睡チェックの記載は、その都度チェックしたも
のではなく、119番通報後、保育士の指示で保育従事者が
事後的にまとめて記載したもの。

保育士の説明「救急に通報した後、保育従事者
にいつまで見たか確認し、チェックするように指
示したと思う。」／記載動機は、「救急隊に質問
されるかもしれないと思ったから。」／保育従事
者の説明「救急車を呼んでから、保育士の指示
で、保育従事者が、14:40から15:20までの10分
おきのチェック欄全てにチェックした。」／記入時
間は、119番通報後救急隊到着前だが正確な時
間は不明

15:25頃 うつぶせ寝・チアノーゼ

保育士及び保育従事者の説明によれば、保育室（カーペッ
ト）の机横の布団付近で本児の緊急対応をしている際、他
の園児は同じ保育室内のサークル内にいた。

【本児の様子（保育従事者の説明）】
保育士の叫び声でトイレから出たら、保育士が立て膝で
座って、本児を抱っこしていた。／本児はぐったり・ふにゃっ
としていた。／保育士の抱っこの刺激に（本児の）反応な
し。／すぐに駆け寄って、寝ている子を起こすように足を揺
すった。／服の上からだったので本児の体温は不明。／本
児の口元は紫色。顔は白く、呼吸は不明。

15:30頃

保育士と保育従事者の記憶に一部相違があ
る。

緊急対応Ⅰ

緊急対応Ⅱ
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事実経過 保育全般
日時 概要整理についての付加説明

表題
事案概要

救急隊到着

【本児の状況】
本児、床上に仰臥位。保育士により胸骨圧迫実施中

心肺停止、顔面蒼白・無表情・皮膚冷感・瞳孔左右とも４
mm

現場到着時所見

保育士が救急隊に事情説明

15:59
■CPA(Cardiopulmonary Arrest)確認。救急隊による胸骨
圧迫開始

16:00
■BVM(Bag Valve Mask)換気（インハレータ）良好、同期
CPR(Cardiopulmonary Resuscitation)開始

■パッド装着→リズムチェック（心停止）→同期CPR継続

救急隊の指示で、保育士が勤務先の母親に連絡 通話料金明細内訳に基づく。

16:04 ■リズムチェック（心停止）

16:06 ■リズムチェック（心停止）

16:07 ■本児、搬出開始

16:09 ■本児、搬送開始

（母親が）園から連絡を受けて駅に向かう途中に電話があ
り、病院（淀川キリスト教病院）に直接向かうように指示が
あった。

母親が、電車に乗るまでに、本児の父親と伯母にTEL

16:16 本児、病院到着 救急活動記録に基づく。

16:30頃 母親が病院到着

16:50 胸骨圧迫中止 カルテに基づく。

注１）児童福祉法上、満１歳児から幼児だが、集団保育施設で３歳未満児を「乳児」と慣例的に呼ぶこともあり、本件では０、１、２歳児を乳児と記載している。

救急活動記録に基づく。

16:02

15:58

救急隊到着後の経緯

救急活動記録に基づく。

救急活動記録に基づく。
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医学有識者への事前提供資料一覧

資料名

1 認可外保育施設で発生した死亡事故について 大阪市報道発表資料

2 死体検案書 保護者提供資料

3 患者個別カルテ情報 保護者提供資料

4 母子健康手帳 保護者提供資料

5 アレルギー検査結果 保護者提供資料

6 救急活動記録 保護者提供資料

7 発育アンケート 施設提供資料

8 事実経過について（施設図面含む） 部会作成

9 乳幼児突然死症候群(SIDS）診断のための問診・チェックリスト 部会事務局作成

参考資料６
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【　チェック事項　：　顔色　・　呼吸　・　うつぶせ寝　】

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

睡眠時チェック表（0歳用）
月　　　日　　（　　）
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参
考
資
料
７

＜
事
故
発
生
時
使
用
様
式
（認

可
外
保
育
施
設
用
）＞



【　チェック事項　：　顔色　・　呼吸　・　うつぶせ寝　】 月　　日（　　）

0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50

睡眠時チェック表（1歳～）

特記事項

52



健康・睡眠チェック表(0歳児)　

　　年　　　月　　　日（　　　）天気（　　　）温度（　　　）℃湿度（　　　）％

・睡眠時は５分ごとに確認し、預かり始めの時期や体調が悪い時は特によく観察しましょう。 【適切な温度・湿度】　温度：夏26～28℃　冬20～23℃　湿度：60％

・①～⑥を確認して、姿勢を記入する。 【記録者】　ナ（難　　波） 　ヨ（淀　　川） 　　（　　　　　） 　　（　　　　　）　

11時 12時 13時 14時

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ → → ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

有

ナ ナ ナ ナ ナ ナ ナ ナ ナ ナ ナ ナ ヨ ヨ ヨ ヨ ヨ ヨ

　

有 無 ℃ ℃ ℃

　

有 無 ℃ ℃ ℃

　

有 無 ℃ ℃ ℃

　

有 無 ℃ ℃ ℃

⑥体位（姿勢：仰向け↑　うつぶせ↓　うつぶせから仰向け　　　横向き←　→）

医師の指示がない限り、うつぶせは、仰向けに変える。

記録者

記録者

記録者

記録者

記録者

　　　：　　　登園

　　　：　　　登園

　　　：　　　登園

　　　：　　　登園

　　　：　　　登園

⑤37.0℃
良好

午睡後

備考

平熱 朝 午睡後

午睡後

36.5　℃

（例）大阪　太郎

午睡後

備考

平熱 朝 午睡後

36.5　℃36.5　℃

備考

備考

咳

呼吸音・胸の動き

　　　：　　降園

⑤

チェック
ポイント

早出(北)
遅出（淀川）

ｱﾚﾙｷﾞｰ

健康
状態

　　　：　　降園

名前

備考

⑤熱感
体に触れて体温発汗等の確認

うつぶせ寝はさせない！

名前

ｱﾚﾙｷﾞｰ

名前

ｱﾚﾙｷﾞｰ

健康
状態

　　　：　　降園

①顔
名前の確認 青白い・唇の色

②顔色

　　　：　　降園

朝平熱

④呼吸の様子
咳・ゼーゼー・鼻づまり・その他

③呼吸の有無

健康
状態

健康
状態

名前

健康
状態

平熱 朝

　　　：　　降園

名前

ｱﾚﾙｷﾞｰ

ｱﾚﾙｷﾞｰ 平熱 朝

＜
事

故
検

証
部

会
提

示
参

考
例
＞

○↓  

○↓  

○無  

5
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健康・睡眠チェック表(１歳児)　

・睡眠時は10分ごとに確認し、預かり始めの時期や体調が悪い時は特によく観察しましょう。 【適切な温度・湿度】　温度：夏26～28℃　冬20～23℃　湿度：60％

・①～⑥を確認して、姿勢を記入する。 【記録者】　ナ（難　　波） 　ヨ（淀　　川） 　　（　　　　　） 　　（　　　　　）　

11時 12時 13時 14時

有

有 無 ℃ ℃ ℃

有 無 ℃ ℃ ℃

有 無 ℃ ℃ ℃

有 無 ℃ ℃ ℃

記録者

⑤37.0℃

備考

備考

備考

備考

午睡後

記録者
　　　：　　　登園

午睡後

記録者
　　　：　　　登園

午睡後

記録者

（例）大阪　太郎

午睡後

36.5　℃

良好

　　　：　　　登園

記録者
　　　：　　　登園

午睡後朝

→↑

咳

↑↑↑

⑤

ナ ヨヨヨナナ

↑

ナナ

↑

早出(北)
遅出（淀川）

　　　：　　　降園

名前

健康
状態

ｱﾚﾙｷﾞｰ 平熱 朝

健康
状態

ｱﾚﾙｷﾞｰ 平熱 朝

　　　：　　　降園

名前

　　　：　　　登園

健康
状態

ｱﾚﾙｷﾞｰ 平熱 朝

　　　：　　　降園

名前

　　　：　　　降園

名前

健康
状態

ｱﾚﾙｷﾞｰ 平熱

ナ

備考

36.5　℃ 36.5　℃

↑名前

ｱﾚﾙｷﾞｰ 平熱 朝

健康
状態

青白い・唇の色 呼吸音・胸の動き 咳・ゼーゼー・鼻づまり・その他

　　　：　　　降園

うつぶせ寝はさせない！
　　年　　　月　　　日（　　　）天気（　　　）温度（　　　）℃湿度（　　　）％

チェック
ポイント

①顔 ②顔色 ③呼吸の有無 ④呼吸の様子
名前の確認

⑤熱感
体に触れて体温発汗等の確認

⑥体位（姿勢：仰向け↑　うつぶせ↓　うつぶせから仰向け　　　横向き←　→）

医師の指示がない限り、うつぶせは、仰向けに変える。

○↓  

○無  

○↓  

5
4



健康・睡眠チェック表(２歳児)　

・睡眠時は10分ごとに確認し、預かり始めの時期や体調が悪い時は特によく観察しましょう。 【適切な温度・湿度】　温度：夏26～28℃　冬20～23℃　湿度：60％

・①～⑥を確認して、姿勢を記入する。 【記録者】　ナ（難　　波） 　ヨ（淀　　川） 　　（　　　　　） 　　（　　　　　）　

11時 12時 13時 14時

有

有 無 ℃ ℃ ℃

有 無 ℃ ℃ ℃

有 無 ℃ ℃ ℃

有 無 ℃ ℃ ℃

早出(北)
遅出（淀川）

健康
状態

記録者

備考

ｱﾚﾙｷﾞｰ 平熱 朝 午睡後

　　　：　　　登園 　　　：　　　降園

名前

健康
状態

記録者

備考

ｱﾚﾙｷﾞｰ 平熱 朝 午睡後

　　　：　　　登園 　　　：　　　降園

名前

記録者

ｱﾚﾙｷﾞｰ 平熱 朝 午睡後

健康
状態

　　　：　　　登園 　　　：　　　降園

名前 備考

健康
状態

記録者

ｱﾚﾙｷﾞｰ 平熱 朝 午睡後

　　　：　　　登園 　　　：　　　降園

名前 備考

ナ ナ ナ ヨ ヨ ヨナ ナ ナ

健康
状態

良好

記録者

⑤37.0℃

36.5　℃ 36.5　℃ 36.5　℃
⑤咳

備考

ｱﾚﾙｷﾞｰ 平熱 朝 午睡後

↑ ↑↑ ↑ ↑ → ↑↑名前 （例）大阪　太郎

青白い・唇の色 呼吸音・胸の動き 咳・ゼーゼー・鼻づまり・その他 体に触れて体温発汗等の確認 医師の指示がない限り、うつぶせは、仰向けに変える。

　　　：　　　登園 　　　：　　　降園

　　年　　　月　　　日（　　　）天気（　　　）温度（　　　）℃湿度（　　　）％

チェック
ポイント

①顔 ②顔色 ③呼吸の有無 ④呼吸の様子 ⑤熱感 ⑥体位（姿勢：仰向け↑　うつぶせ↓　うつぶせから仰向け　　　横向き←　→）

名前の確認

○↓  

○無  

○↓  

5
5



＜大阪市立保育所様式＞

児童家庭状況及び健康・生活状況

出産・出生時の状況（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　） BCG （　　　） MR（麻しん・風しん）【　第１期　　第２期　】

（　　　） Hib（ヒブ）【　１回　２回　３回　追加　】 （　　　） 小児肺炎球菌　【　１回　２回　３回　追加　】

（　　　） ４種混合　【　１回　２回　３回　追加　】 （　　　） 水痘（水ぼうそう）　　【　１回　２回　】

（　　　） 日本脳炎　【　１回　２回　追加　】 （　　　） Ｂ型肝炎　　　　　　　【　１回　２回　３回　】

（　　　） ロタウイルス　【　任意：　　回　】 （　　　） 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　） 麻しん（はしか） 歳 （　　　） 風しん 歳

（　　　） 水痘（水ぼうそう） 歳 （　　　） 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 歳

（　　　） 百日咳 歳 （　　　） 結核 歳

（　　　） その他の病気や大きなケガ（　　　　　　　歳　　病名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

初回（　　歳　　か月） 最終（　　　歳　　か月） 熱（　　　　　　　　度　　　　　　　分）

（けいれんが起きた時の状況）

（　　　） 食物アレルギー （　　　） アトピー性皮膚炎 （　　　） アレルギー性鼻炎

（　　　） アレルギー性結膜炎 （　　　） 気管支ぜんそく （　　　） じんましん

（　　　） その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

健康面・発育面

(記入日　　      　　年　 　月　　　日）

　平 均 体 温

 アレルギー

           度　　　　　　分

予防接種

保 険 の 名 称

記   号 番   号

被保険者氏名

熱性けいれん

有　・　無

特に伝えて
おきたいこと

（フ リ ガ ナ）

児　童　名
愛称

 住　 　　所

電話 電話

健
　
　
康
　
　
面

家
　
族
　
状
　
況

生年月日男・女

電　　　話

健　 　　康
保　険　証

有
・
無

該当項目に○
をしてください

（接種済）

【接種回数】

①緊急連絡先 ②緊急連絡先

氏　　　　　　　　名 続 柄 勤　　務　　先　　及　　び　　住　　所

（続柄　　　　　　　　　）主な送迎者

電　 話　 番　 号

今までに
かかったこと
のある病気

参考資料９



（ ）

（　母乳　・　人工　・　混合　） １日 （ ） 回 （ ） 時間ごと

（　初期　・　中期　・　後期　・　完了期　）

（ ）

（ ） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

（　知らせる　・　知らない　）

 1日　　（　　　　）回　（紙おむつ　・　布おむつ　・　パンツ　・　おまる　・　トイレ）

（　知らせる　・　知らない　）

  便  １日　　（　　　　）回　（紙おむつ　・　布おむつ　・　パンツ　・　おまる　・　トイレ）

時          分　　　～　　　　　　　　　　時　　　　　分

時          分　　　～　　　　　　　　　　時　　　　　分

（　 ）寝るときのくせ

授乳及び
食事の状況

小便に
ついて

大便に
ついて

授乳の状況

離乳の状況

未摂取食材

好きな食べ物 嫌いな食べ物

 ＰＭ　　　　　　　　　時          分　　　～　　　AM　　　　 　　時　　　　　分

生
　
　
活
　
　
面

 睡    眠 午睡
１回

 排    泄

  1回の授乳量　（　　　　　　　　）　ｃｃ　　　　　　　哺乳瓶使用　　・　　コップ使用

好きな遊び

２回
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提供された資料一覧

保護者提供資料

資料名

1 施設見学から当日までのメモ

2 保育園のご案内（保育園　たんぽぽの国）

3 保育料等を説明したメモ

4 ママの子育て応援します（パンフレット）

5 死亡届・死体検案書

6 救急活動記録

7 淀川キリスト教病院患者個別カルテ情報

8 母子健康手帳

9 アレルギー検査結果

施設提供資料

資料名

1 履歴書

2 健康診断個人表

3 検便　検査結果報告書

4 入園申込書（裏面：規約）

5 発育アンケート

6 保育士証

7 睡眠時チェック表（１歳～、０歳児）

8 日報（雛型）

9 日報（平成28年３月１日～４月２日）

10 ＮＴＴ西日本通話料金明細内訳表

事故検証部会委員提供資料

資料名

1 乳幼児突然死症候群（SIDS）診断ガイドライン（第２版）

2 乳幼児突然死症候群（SIDS）診断のための問診・チェックリスト記入要領

3 LSFA-children's　保育者用研修プログラム「保育環境における突然死を防ぐために」

4 保育施設内で発生した死亡事案（日本小児科学会雑誌　第118巻11号　平成26年11月1日）

5 日児誌要点（上記の関連）

6 乳幼児突然死症例・診断の手引き

7 乳幼児突然死症候群（SIDS）と育児環境（母子保健情報　第53号　2006年5月）

8 保育預かり初期のストレスとＳＩＤＳ危険因子の関係について（小児保健研究　第65巻第6号　2006）

大阪市こども青少年局提供資料

資料名

1 教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証について

2 認可外保育施設指導監督基準

3 大阪市認可外保育施設に対する指導監督要綱

4 認可保育所、認可外保育施設の比較

5 特定教育・保育施設等事故報告様式

6 睡眠時チェック表（特別立入時の記憶に基づくもの）

7 施設関係者ヒアリング時作成　保育室内配置図等

8 認可外保育施設への提供資料（入所前：児童原簿・健康報告書・睡眠時ﾁｪｯｸ表）

9 公立保育所様式（入所前：入所時健康記録票・生活票、登所時：健康観察表・連絡帳・睡眠時観察記録表）

提供された資料の取扱いについて
　事故検証の目的のために提供された資料については、その目的以外で使用してはならず、ま
た、個人情報等を含む提供資料については、当部会限りの配付とする。
　また、提供資料を引用し、本報告書に含めるのは事故の分析に関係ある部分に限ることとす
る。

参考資料10
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提供された資料の取扱いについて 

 

こども・子育て支援会議  

教育・保育施設等事故検証部会 

 

 

１ 配付の範囲 

 事故検証の目的のために提供された資料（以下「提供資料」という。）については、その目

的以外で使用してはならず、また、個人情報等を含む「提供資料」については、当部会限り

の配付とする。 

 

２ 情報公開 

 当部会は、原則、情報を公開するが、「提供資料」が個人情報である場合は、当該文書は非

公開とする。 

また、「提供資料」は大阪市情報公開条例第２条第２項で規定する公文書となり、同条例第

６条により公開請求される可能性があるため、一般的に知りうることがなく大阪市以外の提

供者が非公開としたい情報（個人情報を除く。）については、提供時に公にしないとの条件を

明示していただくことが必要となる。 

また、関係者等からの聞き取りに際し、当部会が事実確認に必要と判断する最小限の範囲

において「提供資料」を引用することができる。 

さらに、本部会は死亡事故等の調査検証の結果及び再発防止のための提言をとりまとめた

報告書を公表するが、「提供資料」を引用し当該報告書に含めるのは、事故の分析に関係ある

部分に限ることとする。 

 

【参考】国際民間航空条約（ICAO）第 13附属書 「5.12記録の開示」より、 

  「口述、交信記録、医学的・個人的記録、音声記録、意見」等の情報について、 

  「最終報告書又はその付録に含めるのは、事故又はインシデントの解析に関係あるとき

のみでなければならない。解析に関係ない部分の記録は、これを開示してはならない。」 

  としている。 

 

 

３ 提供者への配慮 

 提供者が当部会への「提供資料」について意見陳述を求める場合は、適宜、当部会におい

て意見聴取を行う。 

 また、「提供資料」を引用し報告書において記載する場合は、公表前に提供者に対して情報

提供を行う。 
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（参考）大阪市情報公開条例（抄） 

 

（定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員

会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長、本市

が設立した地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成 15年法律第 118号）第２条第１

項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）並びに大阪市住宅供給公社をいう。 

２ この条例において「公文書」とは、実施機関の職員（本市が設立した地方独立行政法人及

び大阪市住宅供給公社（以下「本市が設立した地方独立行政法人等」という。）の役員を含

む。以下同じ。）が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が

保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多

数のものに販売することを目的として発行されるものを除く。 

 

（公開請求権） 

第５条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する

公文書の公開を請求することができる。 

（公開請求の手続） 

第６条 前条の規定による公開の請求（以下「公開請求」という。）は、次に掲げる事項を記

載した書面（以下「公開請求書」という。）を実施機関に提出する方法（これに準ずるもの

として市長が定める方法を含む。）により行わなければならない。 

(1) 公開請求をするものの氏名又は名称及び住所、居所又は事務所若しくは事業所の所在地

並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が定める事項 

２ 実施機関は、公開請求書（前項の市長が定める方法により公開請求をする場合にあっては、

公開請求書に代わるものとして市長が定めるもの）に形式上の不備があると認めるときは、

公開請求をしたもの（以下「公開請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補

正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参

考となる情報を提供するよう努めなければならない。 
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 用語の解説   

 

ⅰ 慣らし保育 

  こどもが保育園に入園して、短時間の保育生活から段階的に時間を伸ばして、無理

なく保育園での生活や環境に馴染んでいけるようにすること。 

 

ⅱ チアノーゼ 

  血液中の酸素濃度が低下し、皮膚や粘膜が紫色～暗紫色になる状態のことをいう。

毛細血管が多い、表皮が薄いなどの理由から、多くは口唇、口腔粘膜、鼻、耳、指先、

爪床などにみられるが、チアノーゼを引き起こす原因疾患の種類によっては全身にみ

られることもある。 

 

ⅲ ＡＥＤ（Ａutomated Ｅxternal Ｄefibrillator：自動体外式除細動器） 

  心臓に対して電気ショックをかけ、心臓のけいれん（細かく震えている状態：心室

細動）を止めるための医療機器。一般の人でも使用できる。自動的に心電図を解析し

て、音声で必要な処置を教えてくれる。 

 

心室細動 

  心臓がけいれん（細かく震えている状態）している心停止の状態を示す。心臓のポ

ンプ機能が失われ、血液を送り出せなくなる大変危険な不整脈。心室細動になると 5

～15秒で意識が消失する。そのまま続けば死に至る。 

 

ⅳ 胸骨圧迫 

  心肺蘇生法（ＣＰＲ）の一つで、呼吸が止まり、心停止した患者の胸部を体外から

両手で圧迫し、心臓や脳、ほかの臓器への血流を維持しようとする手技。いわゆる一

般的な心臓マッサージであり、医療関係者や救急隊員以外の一般市民でも行うことが

可能な心肺蘇生法。 

 

ⅴ ＣＰＡ（Ｃardiopulmonary Ａrrest：心肺停止） 

  心臓と呼吸が止まった状態。心臓の動きが先に止まる場合と、肺の動き（呼吸）が

先に止まる場合とがあるが、いずれの場合も放置しておけば必ず両者は合併し、「心

肺停止状態」となる。しかし、蘇生の可能性が残されているため、死亡状態ではない。

脳に血液が行かなくなるため、手遅れになるとたとえ命が助かっても脳死状態になる

危険があるので、この状態に陥った場合、人工呼吸や心臓マッサージなど迅速な救命

処置（心肺蘇生法）が必要。 

 

参考資料 12 
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ⅵ ＢＶＭ（Ｂag Ｖalve Ｍask） 

  鼻口腔に空気を送り込む人工呼吸器具。心肺停止や意識喪失等による自発呼吸がで

きない場合等、主に救急医療で用いられる。 

 

ⅶ インハレータ 

  ＢＶＭに酸素を送り、換気を補助するための器材。 

 

ⅷ ＣＰＲ（Ｃardiopulmonary Ｒesuscitation：心肺蘇生法） 

  病気や怪我により突然に心停止、もしくはこれに近い状態になった時に、胸骨圧迫

（いわゆる心臓マッサージ）や人工呼吸を行うこと。特に胸骨圧迫をしっかり行うこ

とが重要。 

 

ⅸ ＳＩＤＳ（Ｓudden Ｉnfant Ｄeath Ｓyndrome：乳幼児突然死症候群） 

  何の予兆もないままに、主に 1歳未満の健康にみえた乳児に、突然死をもたらす疾

患。乳幼児の予期せぬ突然死の一種。 

 

ⅹ 溢血点・溢血斑 

  毛細血管の破綻によって生じる小豆大以下の小出血。それより大きいものは溢血斑

という。窒息死の診断上，重要な症状とされる。 

 

ⅺ 気道閉塞 

  気道が塞がれた状態で、完全閉塞は気道が完全に塞がれた状態で、いわゆる窒息で

ある。不完全閉塞は気道が一部閉塞している状態。 

 

ⅻ 低酸素血症 

  動脈血中の酸素が不足した状態のこと。症状として、チアノーゼ、手足の冷え、不

整脈（頻脈）、呼吸困難などが見られ、さらに低酸素状態が進むと、肝機能障害や腎

機能障害、昏睡やショック状態を起こし、重篤な場合には呼吸不全や心不全など命に

関わる病気を引き起こすこともある。 

 

ⅹⅲ 交感神経・副交感神経 

  交感神経は、「活動する神経」などと呼ばれるように、昼間、活動的なときに活性

化する神経で、副交感神経は、「休息する神経」とも呼ばれ、体を緊張から解きほぐ

し、休息させるように働く神経である。交感神経、副交感神経ともに自律神経系を構

成する。 
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ⅹⅳ 高二酸化炭素血症 

  二酸化炭素の排出が不十分となり、動脈血中の二酸化炭素濃度が著しく増加した状

態のこと。 

 

ⅹⅴ 不整脈 

  心拍数が異常に多い（頻脈）、または少ない（徐脈）、あるいは電気刺激が異常な伝

導経路をとることにより、心拍リズム（脈拍）が不規則になった状態を指す。 

 

ⅹⅵ 死戦期呼吸 

  心停止の直後には、しゃくりあげるようなゆっくりとした不規則な呼吸が見られる

ことがある。これは心停止のサインであり「呼吸なし」すなわち「心停止」と判断し

て直ちに心肺蘇生を始める必要がある。 

 

ⅹⅶ 乳幼児の予期せぬ突然死（Ｓudden Ｕnexpected Ｉnfant Ｄeath：ＳＵＩＤ） 

  ＳＩＤＳ、原因不明、病死に加え、外因が証明されずＳＩＤＳとの鑑別を要する窒 

息症例。 

 

ⅹⅷ チャイルド・デス・レビュー（ＣＤＲ） 

  子どもの死亡登録・検証制度。予防可能な子どもの死亡を減らす目的で、他職種専

門家が連携して系統的に死因調査を実施して登録・検証し、効果的な予防策を講じて

介入を行おうとする制度。欧米などの先進国では既に法制化され、子どもの死因を調

査したデータを蓄積し、個人や家族及び社会といったさまざまな角度から検討され、

予防施策に生かされてきた。 

 


